
共　済　な　が　さ　き（12）

　共済組合では、インフルエンザ感染予防や発病時の重症化を防ぐことを目的として、イン
フルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
　助成を希望される場合は、次の項目にご注意いただき、請求を行ってください。
　なお、請求手続き等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせ願います。

１．助成対象者
　平成25年10月１日から平成26年１月31日までにインフルエンザ予防接種を受けた組合員
及び被扶養者（地方公共団体からの助成を受ける者を除きます。）。

２．助成額及び回数
　年度内において1,500円を限度として１人につき１回の助成とします。ただし、インフル
エンザ予防接種費用が1,500円に満たない場合は当該費用を助成します。

３．助成金請求時の必要書類
　助成金請求の際はインフルエンザ予防接種費用助成
金請求書のほか、領収書（医療機関名、予防接種対象
者の氏名、予防接種名（インフルエンザ予防接種と記
入）、予防接種額及び領収日が明記されているもの。）
が必要です。
　なお、領収書のコピーでは受付けできませんのでご
注意願います。

　共済組合では、長崎県歯科医師会のご協力により、歯・歯組織疾患の予防、生活習慣病予
防の意識啓発を目的として、組合員及び被扶養者（平成25年度に13歳以上（中学生以上）
となる方）を対象にお口のチェックを実施しています。
　長崎県内の共済組合が契約した歯科医院において受診が可能であり、歯の状況等を確認す
る口腔診査及び歯ブラシ、歯間ブラシ及びフロスを使用したブラッシング指導等の口腔衛生
指導を受けることができます。
　この機会に積極的に受診し、生活習慣病とも関わりのある虫歯や歯周病の予防、早期発見
に役立てましょう。
　なお、受診の申し込み等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせ願い
ます。

お口のチェックを実施しています
～積極的に受診し、お口の健康づくりに取り組みましょう～

インフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います


